
社会係障,え辛項目に関する具体的な骨子

谷オロ8年 7月 7日

自由民主党・日本絆新の会

社会保障持1声入
'史

辛協義体

自由民主党。日本維新の会 社会保障等ll声ぇ,史辛協義体は、持続可含とな社会保障常ll皮

のためのア史辛を実行し、え質な医本・介装サービスを提供しつつ、テ几役世代の保険料

負担を参む国民負担の基流を実現するため、建主テえ権合意吉に盛り込まれた13の社

会保障フ史辛項目に関する具体的な骨子について、成下の通り谷意し、その内容の連旨

を「骨太オ針 2026」 ′こえ映する。

その上で、谷オロ8年度ヤに具体的な幸ll友設計を行い、順次実施するため、引き続き、

本協義体における社会保障フ史辛に関する真攀な十務義を継続する。
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(1)係険財攻徒仝化彙■生走 (ィ ンフレ下での医泰絡付女のなリオと、現役世代の係

険料負担押争]と の警谷性を図るための常il友的対A)
堡済・物価動向等に迪切に対応し、安鳶して医泰・介装・福社サービスを史けら

れる体幸1を 末ェえ佑することとあわせて、医本・介装をヤ越とした社会保障制ガぇラ史率を

若実に裳行することにより、現後世代の保険料季の上昇を上め、引き下げていくこ

とを目指す。このため、骨夫方針 2025と 同様、堡済 。物価動向等を踏まえ、的確

な対痣を行いつつ、これまでの歳去ラ史辛雰力を継続し、今オロ9年度の社会保障負担

牟が谷オロ7年度とレヒ技して上昇しないよう取 り組む。

また、社会保障常ll友が来たす機能を頼なわないよう配慮しつつ、社会保障負担奈

の日標の検討を進め、これとあわせて、社会保障テ史辛について谷オロ8年度ヤに,欠辛

項目の具体イ也と二在の明確化を図り、順次実施する。

特に、島船化や島友化等への対応が熟妥校医泰俗付安については、金済が成長し

賃上げが継続する「強い堡済」の格祭に向けた取組を逸めるヤで、診本幸R硼に咎済・

物価動向等を基本的にえ映しつつも、医本咎付安の対 GDPレLや症用オ無酬の伸び

との関係などをか照しつつ、医泰費竜工化計働の次期決定に向けてオ友本的な兒直し

を行うことを谷め、ア史辛を継統する。

(2)医泰介韮分野における保険オの権陰えび機能の強化並びに都竜府県の役割7安
化 (①保険オの再編範谷、②医森介装係険システムの仝日統合プラットフォーム

の構祭、③介装保険サービスに係る基盤整備の責任主体を都迪府県とする等)

データに基づく効奈的な保険垂普体牛1を 格祭するため、保険オ機能のテ安化、国民

健康保険における若卜迪府県内の保険科水準のえ仝仇一及び市町村の事務負担掻減

や後期島船オ医泰常↓度の垂普主体のあリオなどの保険オの再鵠統合 (① )、 医泰・

介韮情無の共有等を実テ見するための医泰介装保険システムの仝国続谷プラットフ

ォームの構祭 (②)及び介装保険サービスの基盤整備に関する女任主体の市町村か

ら考卜童府県への移行 (③)について検討の上、実行することを十核として、医本介

装分野における保険オの権 F罠及び機能のテ安化、事務の広戎化並びに若卜竜府県の役

客1強化を行う。

また、「効来がえしいというエビデンスがあることが指摘されている医泰」等に

ついて、データに基づいて保険オ機能がより秀拝できるような素>ぇ策ェ走佑を進める。

国民イ定康保険については、被保唆オ間の史益と負担のう千性を確保する観点か

ら、考卜童府県内の保険料水準のえ仝統一について、谷イロ9年度に予定されている

国保理普方針の十「日]ラ欠定において、公ての考卜迪府県が具体的な実J兄時期を明托す

るための措ュ詈_を 鈴じるとともに、」几行「遅くとも谷オロ18年度まで」としている兒

公仇一時期を前例 して公国で4成できるよう熟妥な方条を行う。併せて、市町村の

事務負担益減に
'コ

]け た取組を迪める。イえ期島船/―浄医泰幸ll友については、医泰提供体

制の構祭や医本費迪工化の取組のオ仁整の主体が考卜迪府県であること、また、効率的

な幸ll友垂普の統点から、その財次垂サを谷む垂普主体の在リオについて、地方白治

体等の意えを踏まえて具体的な検討をとめ、今イロ10年末までに佑論を行る。
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(3)病院機能の」虫化、211泰機能の子安化、恙オの声のえ映えびデータに基づく争1魔投

封を実テえするためのヤ共社会保険医森協議会のフえ辛

データに基づ くな観的かつ谷テヱ的な診本翔 州決定プロセスを確立するため、ヤ

共社会保険医本協義会のノl幾化をえ血す。

具体的には、病院機能の強化の統点から、日本社会の各種医本機含ヒを迪切にえ

映した形での参頁構成の兒直しを谷めた校計を行う。

また創為l梵化の強化の拠点から、今オロ8年度未までに社会保険医泰協議会法の

,史工を今め、製楽、医泰機器及び打等の〆ヱ紫驀の法谷上の位置づけを明確化する

よう常論を行る。

柔に、患考の声のえ映及びデータに基づく牛ll度設計の拠点から、情数分析体常]

の強化や、医泰堡済糸学会からの直接的な技術評価提索を可含ことする牛ll友設計を

検討する。

(4)医泰費窓口負担に関する午船によらない真に管千な痣能負担の実
'え

70歳球上の島船考の医本安窓口負担劉谷について、伝所得若等のえ妥な史診が
確保 されるよう迪坊に配慮することを前提として、原貝13割 となっているJえ役世代
とのP口]で年船によらない真に彼千な痣含ヒ負担を実Jえする拠点からえ直しを行う。そ

のためのフ史辛工程友を谷オロ8年末までに衆定する。

その際、島蛉若の就業奈の上昇やイ定康寿命の筵仲、医泰費水準や史診状滉の動的、

島船考に仏所行が多いといった家計の状汎等も踏まえ、兆妥な史診が確保されるよ

う竜物な配慮措置を諾じつつ、クト来特例のなリオや、負担劉谷の区切りとなる所行

の兒直し、年船の引き上げなど窓口負担のオえ本的なえ直しについて、テ几役世代の負

酪 流の拠点からの佼費負担のあリオとともに総谷的に検討をイfい、その竜やかな

実チ兄について谷
～
8年末までに一定の佑論を行る。

また、マイナンバー制度を活用した所得・介産脩奴の担握基盤の整備を子急に進

め、常ll友へのえ映をとめる。

(5)午蛉に関わらず働き読けることが可能な社会を実現するための「島船オ」の定
義え直し

イ定康寿命の筵仲や人口格珪の変化を
'ア

渉まえ、年船に関わらず意牧あるオが働き

続けられる生涯現彼社会の実チえを目指す。

このため、人口梯竜、イ定康状筵、就労寒筵との束ェた谷性をデ'掛まえ、社会保障友び矛

イ動分野の制声入ごとに投けられている島船考の年船区分等について、それぞれの筵旨

や目的を踏まえつつ幸ll声ぇ横断的に総点検を行い、有裁若の意兒を聰いた上で、ぬ壌―

に痣じて引き上げ等を行うオ子口]で検討を行い、その佑糸を踏まえて、所妥の措置を

諾ずる。そのためのテ史辛工在友を谷オロ8年度未までに衆定する。

(6)人口減少下でも地ォの医泰介裟サービスが持統的に提供されるための申l友投封
人口減少により恙オ数が格竜的に減少する地域においても、卜Rら れた人夙。人材

で質の島い医泰 。介装サービスを持続的に提供可含とな体牛llを 構祭する。
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このため、医慕・介装テ几場における生産性向上の取組等をカロ亀するほか、職頁配

置基準の一層の柔軟化とともに、テ几行の出来島の診本幸R百州体糸では医本機関の垂普

が困難な地ォの課題をンロ(ま え、アウトカム評価の充実と併せ、地域における提供体

持llの維持、子防・健康管チ里、在宅医泰、介装との建携等の評価の観点も谷め、タト未

の仏括無硼の在り方を検討し、所妥の措置を鈴ずる。

併せて、医本保険常ll友 を活用した医節確保史挨や保険オが垂サする医本ノl銭関の汚

用も今めた終谷的な対応を校計する。

AI技術の活用も谷めた医本・介装テクノロジーの社会実友に向けて、宕力化投
介プランも踏まえ、継続的に医泰・介装分野の生産性向上・宕力化を実現し、職夙

の負担番減や奔質向上にもつなげることができるよう、家証・準入
。伴た丈悛を行

うとともに、介装における居宅サービス等も谷めた迪物な評価のあリオを校封する。

併せて、医本 DX・ 介装 DXを 竜じて、プラットフォームを整備し、地戎における

業務の効率化をオ仁進する。

(7)国 民背保険争l友のヤ核を守るための蛍的係険のな リオ及び民関係険の活用に

関する検討

国民背保険牛ll友のテヱ念を堅持しつつ、島声入化・島宕貢化する医泰へのアクセスを確

保するため、グ的保険と民子η弓保険の役割分担を検討する。このため、伏的保険を補

えする民間保険の活用可能性、先進医療等の対烈拡大、民関係険による補えが有効

な領域 (一部保険外泰泰と民F口]保険の相互補えを谷む)、 オ1用オ係装の在リオにつ

いて財務宕、厚労宕、金融庁を谷む関係宕庁で校封を行う。具体的には、彼的係険

を補兒する民関係険の活用について、生命保険業恭えび額害保険紫恭等を谷む有

裁オの意えを聰取し、検討を行う。

(8)大学病院機能の子負化 (狼育、研究及び臨床を行う医泰従事オとして竜切な絡与
体系の構祭等)

島友な医本を担いつつ教育研えを行うという大学病院の木来の役割・機能を踏

まえた教育・研え 。診本のバランスの在リオや診本共兄模・医泰機含ヒの竜工化など、

大学病院のあるべき姿 (コ ンセプト)の朝確化について、夫部科学宕及び厚生労イ動

宕において検討 し、今オロ8年度ヤに佑給を行る。

また、大学病院の機能強化に向けて、当初予算を竜じて孝え育・研えを史悛しつつ、

各大学病院における手当剣投等を重じた医恭従事オの抜本的な処垂,史撃の取紐を

粋進する。

カロえて、教育・研死・臨床のヤ核である大学病院の堡普力強化や、医泰従事オの

迪物な絡与体糸の構祭に向けては、大学病院の組織形筵 (法人形鍵を谷む)や処建

,史与の在リオ等について、調A研えの佑糸を踏まえて検討し、今オロ8年度ヤに結論
を行る。なお、独育・研九・臨床が一体的に行われる大学病院として質の島い医泰

を提供 している医泰従事若としても迪↓ア7な 水準と言える処建体糸となるよう素オぇ

を警佑する。

大学病院が来たす機含ヒをテ
タ渉まえた診泰無西ヽ州上の干価を充実させる。あわせて、患
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オが医夕市を選択することに関する達定泰奏の新投について、次期診奉紙硼 ,史定ま

でに検討 し、佑論を行る。

(9)蕎友機能医本を担 う病院の争手_″普安定化と従事オの処通次与 (診森孝R酬体系の抜

本的兒直し)

咋年の自由民主党と同木維新の会の協義を踏まえ、谷オロ7年度補工予算えび谷

オロ8年声ぇ診泰幸R酬 ,史定において、島友機含ヒ医本を担 う病院への丈抜の立点化を図
ったところ。

枚急医療、島友冦性期医泰、難病・先進医療等を担 う病院の咎普安定化と従事オ

の処地,史与を図るため、咎普の安定化や従事オの処通次与等の効来検れを行い、そ

れを踏まえた羹_妥な対痣として、医泰機関の機含とに痣じた診本幸R硼体糸のオえ本的な

え直しを行う。

具体的には、た投類型ごとにメリハリある評価など、医本機関の機台ヒに痣じた診

泰無硼体糸について校封する。また、これらの無硼が、病院の医泰従事オの賃上げ

や人材石在保に迪切に常び付 く仕組みを校封する。

(10)西已偶方の社会係険加入牟上昇次び生涯非始牟上昇等をも勝まえた第 3号被係

険オ争l皮等の兒直し

共イ動きせ帯の増カロなど家族構成やイ勤きオの多様化に迪谷した、イワザきオにヤ立的

かつ佼千な社会保障牛ll度 を子期に格祭する。

このため、第 3子被保険オ制声入については、その縮小に向け、マルチワーカーヘ

の対応等を谷めた短時間労イ動オ等への被用若保険迪用拡大を子期に進晨させると

ともに、第 3号被係険若に係る実筵調Aを 案施し、谷オロ8年度ヤにその結果をとり

まとめ、課趣の警テヱを行 う。同整チヱ及びそれに関する具体的施熊の企働立奈等のた

め、第 3子被保険オ牛ll友に関する校封会を谷オロ8年え頃を目全に立ち上げ、テえ熊を

推進する。

(11)医森の費用対効糸分析に係る指標の確主

医療技術や医峯品の幸新と保険財次の持続可含ヒ性を両立させるため、安用対効

来評偶 ll友のアぇ(及に子口可けたえなる兒直しについて具体的な校封を進め、安用対効

糸分析の指標と活用オ法を再格祭する。

具体的には、これまでの評価手法のみならず、新たな評価手法等を谷め、医本の

安,ヨ対効果分析に係る指標を確立すべく、対烈昂目や価格調警の範囲の拡大、診泰

ガイドラインヘのえ映を谷めた医泰現場での音友などについて、今オロ8年度未まで

に結給を出す。

えに、分析データの過亀かつ徹底的な情幸R佼閑や学会等を谷む第ニオによる検証

を今め、技術的・牛ll友的録題を継続的に検証する仕組みを構祭する。

成上の検証をとめつつ、安用対効来にすくれ゙る品日については基価を了|き 上 tヂる

ことで

'1基

素オぇのテ欠掌を図りつつ、4カロ的有用性 (レL猿技術に対するイ定康アウトカ

ム指標での次与)が示されず費用が増カロする島日は、各
～
8年 9月 までの検証常来
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を踏 まえた価格調整を建やかに実施する。

また、医本 DXに よる価値 を定登的に評価するオ熊の具体化に向けた校計を進
める。

(12)医春機関の1え益格竜の増強及び鰺サの安定化を図るための医癬機関の普オH事

業のなリオのえ直し

医泰法人の堡普基盤を強化するため、医泰機関のぼ益性を係あつつ、咎普安定化

や地域課趣解決に介する事業乳囲の拡充につながるよう、いわゆる医泰機関の普

オ]事業 (附帯業務・附随業務等)に関するテ兄行規持llの え直しを行う。
具体的には、医本フl幾関が保有する医学的知兒や人材を渚かし、比域のイ定康増4に

貫献する事業等、地域の患オ・住民の多様なニーズに寄り添ったサービスを幅広く

提供する事業を新たなほ益源として位置づけられるよう、介金調整手段の多角化を

促逸するため、堡普安定化や地域課題解決に介する事業乳囲の拡充について警テヱし、

制度テ欠工に向けた校封を進め、所妥の措置を諾ずる。

また、医本法人の理事長妥件については、当該妥件に係る国家攻喀持牙ll区城法の

特ケlJ措置の全国展開を谷め、事業咎普に長け、かつ、医泰伶チ里をテ里解する人材もチ里

事長に才居えられるよう、一定妥件下で非医師のテヱ事長就イとを建やかに可台ヒとする。

さらに、医本機関の堡普惰孝Rの兒える化を推整するとともに、医泰機関堡普を丈え

る人材の育成や、医泰機関堡普に関する介参・盗普丈挨事業オのイ定仝性を確保する

オ柔等、戎が国における医本機関堡普の健仝化を粋とする。

(13)医泰機関における再友医泰機器えび投備のえ新等に係るテ几在の消費純負神_の

なリオのえ直し

持続的かつ効牟的な地域の医療提供体牛1の構祭の観点から亮―妥と認められる勇

友医泰機器や投佑え新、医泰 DX投介等について、医本機関における控除対象クト消
費札の負担が一時的に大きくなる場合があることを念頭に、対応衆を校封する。

具体的には、補勁金、診泰幸R硼及び枕牛寸上の措置による対痣を谷め、羹妥な史挨

の在リオを検討し、谷オロ8年度未までに結論を行る。

特に、新たな地颯医泰構想の下、埓未需妥を踏まえ、地域に示可欠なた投の定て

答え友びヲ史惨が計働的に進むよう、ぬ妥な史挨の在り方を校封する。

(泳上 )
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